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運動部活動等の指導における体罰等の根絶について（通知） 

 

 

このことについて、村山教育事務所長を通して山形県教育委員会教育長より別添写

しのとおり通知がありました。 

ついては、貴下職員に体罰根絶について周知を徹底するとともに、別添写しのこと

について、学校で取組むようお願いいたします。 

 

 

 

 

  

 

 

＜担当＞ 東根市教育委員会 管理課 
             菊  地     明 
TEL 0237-42-1111  FAX 0237-43-1176 

E-mail：kyouiku@city.higashine.yamagata.jp 





 

 

 

体罰根絶に向けて 
 

 

 スポーツは、「こころ」と「からだ」の健全な発達を促し、人生

をより豊かで充実したものとする世界共通の文化です。 

 子どもたちにとって、体育・スポーツは、体力の向上や健康の増

進、生きる力の育成に極めて効果的な活動です。また、地域の人々

に元気と勇気を与えてくれる活力の源です。 

 

 そのようなスポーツにおいて、 

体罰等は、いかなる場合も許されません。 

体罰等による指導からは、優れた選手もチームも育ちません。 

体罰等は、選手自身が持つ本来の能力の発揮を妨げ、力による解

決を助長し、その後の人間形成に影響を及ぼします。 

 

 私たちは、日々の指導が選手とスポーツ界の未来を担うという自

覚の下、スポーツを愛する多くの人々とともに、強固な意志を持ち、

力を結集し、体罰等の根絶を図ります。 

 

◎ 体罰をしません。させません。見過ごしません。 

 

◎ 選手との信頼関係を大切にします。 

 

◎ 指導力の研鑽に努めます。 
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